




周産期医療経済および情報システムに関する総括班からの提言 

現在のわが国の周産期医療レベルを維持しさらに向上させるためには,個人の努力によっ

て維持されている現在の体制から,産科医,新生児科医,小児科医の協力のもとに,地域の周

産期医療全体を考慮した周産期医療システムとして確立し運営していくことが必要である。 

このような周産期医療システムを整備する上でQuolity of Care すなわち医療の質を充分

に考慮する必要があり,現在一部の病院で達成された医療の質を,地域として確立し維持す

ることに依ってはじめて,新生児死亡率の低下のみならず障害児の発生低下を含めた予後

の改善が得られる。しかもこのための費用は,障害者が発生した際に社会全体が負担する医

療費その他の費用に比較すれば安価である。 

このため,周産期医療に携わる施設の運営が可能な経済的基盤を確立することは,地域全体

にかかる経済的負担を軽減することにもなり,現在取り組むべき緊急な課題である。 

周産期医療システムの確立のためには,なかでも次の様な点にっき整備することが必要で

ある。 

1)胎児および早産未熟児に対する医療の健康保険制度の上での取扱の改善。 

2)周産期の医療の救急医療としての位置付けと,その整備のための経済的な支援(産科と

NICU 双方の,要員,設備,空床の確保) 

3)地域の周産期医療システムを確立し,既存の病院や診療所の病床の有効利用を可能とす

るための,情報伝達システムの整備 

4)患者を輸送するための手段の整備と経済的な支援,医療制度の中への位置付け 


